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１．はじめに※

EU 主要国における特許権侵害訴訟は，件数の上で

はドイツが最も大きな割合を占め，他の EU 主要国

（フランス，イギリス，オランダ）と比較して突出した

件数（1997 年から 2009 年までの件数を基礎とすると，

EU 主要 4 カ国の約 65％を占める）となっている(1)。

これは，発明が欧州の複数の国で権利化され，侵害行

為が複数の国で行われた場合，特許権者がドイツの裁

判所で訴訟を提起することが多いためである。よっ

て，ドイツの特許権侵害訴訟について知ることは，日

本の実務家にとってとりわけ重要なことであると考え

る。

本稿では，最近の判例を紹介しながら，ドイツにお

けるクレーム解釈及び均等論について検討する。

２．ドイツにおける特許権侵害訴訟の概要

（１） ドイツにおける特許訴訟

ド イ ツ に お け る 特 許 訴 訟 は 民 事 裁 判 所

（Zivilgerichte）の管轄であり，侵害事件では民事裁判

所が判決をする。侵害事件の第一審は地方裁判所であ

り，判決に不服がある場合は，高等裁判所に控訴する

ことができる。高等裁判所の判決に不服があれば，さ

ら に，最 上 級 審 で あ る 連 邦 最 高 裁 判 所

（Bundesgerichtshof：通称 BGH）に上告できる。

ただし，ドイツでは，基本的には，特許権侵害訴訟
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※本稿は，平成 24 年度及び 25 年度に，筆者らが弁理士会国際

活動センター欧州部会で報告した内容について，さらに検討

を加えて論考としたものである。本稿をまとめるにあたり，

弁護士川田篤先生に有意義なご助言を頂いたことに感謝の意

を表したい。

本稿では，ドイツにおけるクレーム解釈及び均等論に関する最近の判例を取り上げ，特許侵害訴訟における

ドイツ特有の考え方について考察した。まず，従来のドイツにおける保護範囲の解釈，文言侵害，均等侵害等

について概観した上で，閉塞具（Okklusionsvorrichtung）事件判決およびジグリシジル化合物

（Diglycidverbindung）事件判決という二つの連邦最高裁判決において判示された，クレーム解釈及び均等論

についての考え方を紹介した。さらに，これらの判決から最近のドイツにおける文言侵害・均等侵害について

考察を行い，最後に，日本における均等の判断基準との比較を行った。

要 約



の中で特許権の有効性についての判断はされない

（Trennungsprinzip/Bifurkation）。特許の有効性を争

う場合には，特許の無効宣言を求める訴え（Klage auf

Erklärung der Nichtigkeit, § 81 PatG）を連邦特許裁

判所に起こす必要がある(2)。この訴えについては，連

邦特許裁判所を第一審，連邦最高裁判所を控訴審とす

る二審制が採用されている（PatG § 100）。

連邦特許裁判所における無効化手続と侵害訴訟の双

方が係属している場合，審理は並行して進む。また，

最高裁判所における手続きは法律審であり，法律解釈

のみが審理される。しかし，ドイツにおいては，特許

保護範囲の解釈（次節で述べる）自体も法律問題であ

ると解釈されているため(3)，連邦最高裁判所における

判断には，特許保護範囲の実体的な解釈が含まれてい

る(4)。

（２） ドイツにおける特許保護範囲

（ａ） 保護範囲の解釈の基礎

ドイツでは，日本における特許発明の技術的範囲

は，特許の保護範囲（Schutzbereich）として理解され

ており，クレームの文言と同一の範囲と，クレームに

記載された発明に均等な範囲がこれに含まれると解釈

されている(5)。

ドイツにおける特許の保護範囲は特許法第 14条に

定められている。

「ドイツ特許法 第 14条

特許又は特許出願によって付与される保護の範囲

は，特許クレームによって決定される。なお，発明

の説明及び図面が，クレームの解釈に際し考慮され

るものとする。」

このドイツ特許法における規定は，欧州特許条約

（European Patent Convention以下，EPC）第 69条に

由来するものである。EPC第 69条においては，以下

のように規定がされている。

「EPC第 69条 保護の範囲

（１） 欧州特許又は欧州特許出願により与えられる

保護の範囲は，クレームによって決定される。

ただし，明細書及び図面は，クレームを解釈す

るために用いられる。

（２） 欧州特許の付与までの期間においては，欧州

特許出願により与えられる保護の範囲は，公開

時の欧州特許出願に含まれるクレームによって

決定される。ただし，付与されたとき，又は異

議申立，限定，取消手続において補正されたと

きの欧州特許は，それによって当該保護が拡張

されない限り欧州特許出願により与えられる保

護を遡及的に決定する。」

ドイツ特許法第 14条とEPC第 69条（1）を解釈す

るための指針が，Protocol on the Interpretation of

Article 69 EPC（「条約 69条の解釈についてのプロト

コル（議定書）」）である。このプロトコルは，1973 年

にミュンヘン外交会議で採択されたものであるが，以

下のとおり，保護範囲の確定にあたって，クレームの

文言のみに依拠して解釈することも，クレームの文言

を単なるガイドラインと見なすことも適切でないとさ

れている。

「69条は，欧州特許により付与される保護の範囲は

クレームに用いられた言葉の厳密な文言通りの意味

によって限定されると理解されるべきであり明細書

の記載と図面はクレームに見出される曖昧さを解消

する目的でのみ用いられるべきである，という意味

に解釈されるべきではない。また，クレームはガイ

ドラインとしてのみ機能すべきであり，実際の保護

の範囲は明細書および図面を当業者が考慮して，特

許権者が意図していたであろうというところまで拡

張してもよいという解釈もされるべきではない。む

しろ，これら両極端の間の見方，すなわち，特許権

者に対する公平な保護と第三者に対する合理的な安

定性を兼ね備えた見方を規定するものとして解釈さ

れるべきである。」

当該プロトコルにおいては，均等論の取扱い及び出

願経過の参酌に関する取扱いが定められていなかった

ため，欧州各国の裁判所は，これら 2つの問題につい

てハーモナイゼーションを目指していたにもかかわら

ず，保護範囲の解釈は，各国間でバラツキがあるとい

う状況にあった。よって議論の末，2000 年 11 月，

ミュンヘンで開催された外交会議において，EPCの改

正（EPC2000）および「条約 69条の解釈についてのプ

ロトコル」の改正を行うことが合意された。これら

は，2007 年 12月 13 日に発効した。
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この「条約 69条の解釈についてのプロトコル」の改

正によって，元々あった内容が第 1条（一般原則）と

され，均等に関する条項である第 2 条が加えられ

た(6)。

「第 2条

欧州特許により与えられる保護の範囲を決定する

際には，クレーム中で特定された要件と均等である

要件に対しても然るべき考慮が払われなければなら

ない。」

（ｂ） 文言侵害

ドイツ特許法第 14条における特許クレーム，保護

範囲及びクレームに用いられている用語の解釈は，明

細書の記載および図面に基づくが，それらによってク

レームの用語の意味を限定解釈すべきではないとされ

ている(7)。さらに，ドイツのクレーム解釈の特徴とし

て，出願書類における用語の定義が一般的意義に優先

されること(8)，また技術水準は明細書に記載がある先

行技術のみが考慮されること(9)，がある。

そして，ドイツでは文言侵害においても，クレーム

の文言（Wortlaut）と同一の範囲だけではなく，機能

的な解釈（独 technische Gesamtzusammenhang，英

functional interpretation）の範囲まで認められる傾向

がある(8)，(10)。

ドイツでは，特許発明の保護範囲を判断するにあた

り，審査経過は考慮されない。①保護範囲はクレーム

により定められること，そして，②審査経過等の事情

が考慮されると法的安定性が害されることが，その理

由とされる(11)。すなわち，ドイツでは，クレーム解釈

に際して審査，異議手続，無効手続の包袋は一般的に

参酌されず，特許査定となった有効な特許におけるク

レームや明細書の補正のみが考慮される(12)。よって，

日本のように，例えば，意見書中で述べた主張等に基

づいて，クレームが限定解釈されることはない。

ただし，信義誠実の法則によって，特許異議手続な

どの当事者間における主張は，同一の当事者間の侵害

訴訟における主張と矛盾してはならない(13)。また，審

査包袋を当業者の技術常識を理解するための状況証拠

として用いることは許されるとされている(14)。

上記のように，審査包袋は特許クレームの解釈のた

めの要素とはされていないが，特許権者が保護範囲に

関して拘束力のある明確な宣言を，審査，異議手続中，

および無効訴訟においてしているのであれば，重要な

参考資料として考慮されるべきであるという考えもあ

る(15)。これは条件によっては有効であるとされる保

護範囲の放棄という概念(16)によるものであったが，こ

の概念は最近の判決においてほぼ否定されている(17)。

（ｃ） 均等侵害

（ⅰ） 判断基準

ドイツにおいては，特許の保護範囲は，上述の「条

約 69条の解釈についてのプロトコル」にある通り，ク

レ ー ム を そ の 文 言 （technische

Gesamtzusammenhang を含む）のみに限定して解釈

するのではなく，さらに特許の侵害性に関する均等物

の評価を含む「クレームの用語（terms of claims）」を

評価することによって決定される(18)。

2002 年には，均等に関する 5件の連邦最高裁判所の

判決（いずれも数値限定発明に関する判決）(19)が言い

渡されたが，その中では，これまでの均等論を整理し，

均等が認められるための次の 3つの要件が示された。

①発明の課題が，変更されていても，客観的に同一の

効果を奏する手段によって解決されているか（同一

の効果：Gleichwirkung）。

②変更されている手段が特許発明と同じ効果を有する

ことを，当業者の専門知識により想到する（auffin-

den）ことができるか（想到可能性：Naheliegen）。

③特許クレームが保護する技術的思想の実質的意味に

基づいて思考した場合に，変更された手段がその意

味に対応した同じ価値を有するものとして当業者に

よって認識できたかどうか（技術的思想に基づく解

決手段の同等性：Gleichwertigkeit）。

現在のドイツにおける均等の判断は，これらの要件

に基づいてされているが，特に上記③の要件の判断が

明確でなく，難しいといわれている。

（ⅱ） フォルムシュタイン抗弁

ドイツでは，被疑侵害者から，本件特許が「自由技

術」であるという抗弁が提出されることがある。この

抗弁は，「フォルムシュタイン事件」において，ドイツ

連邦裁判所が現行の 1981 年ドイツ特許法に基づき

「均等論」を肯定した最初の判決の中で判断がされた
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ことから，一般的に「フォルムシュタイン抗弁」と呼

ばれている(20)。フォルムシュタイン抗弁は，イ号製品

（もしくは方法）が先行技術により公知となっている

から原告特許の優先日前に使用可能な先行技術であっ

たという抗弁であり，日本における均等の第 4要件と

ほぼ同じ内容である(21)。

（ⅲ） 均等の判断時

ドイツにおける均等の判断時は，多数説によれば，

特許の優先日であるとされている。この点，「雪解板

事件」(22)でも均等判断の基準時は出願日（優先日）であ

ることが示されている(23)。

ドイツにおける均等判断時が，特許の優先日である

ということは，上記した均等判断の第 3 要件

（Gleichwertigkeit）の存在と関係している。BGH の

Klaus Grabinski 判事は，均等の判断をどの時点を基

準として行うかは，被疑侵害品が客観的にみて，文言

の意味に従って予想される手段と本質的に同じ効果を

奏するかどうかということを判断するのか，あるい

は，それを超えて，当業者が同等の作用効果及び同等

の価値を見出しうるということが要求されているかに

よって異なってくるとし，ドイツの場合は，後者の立

場を採っているため，均等判断時が優先日基準となる

と述べている(24)。

３．文言侵害，均等侵害に関する最近の判決

（１） はじめに

このような事情を背景に，2011 年には，ドイツ連邦

最高裁判所によって，文言侵害及び均等侵害に関する

重要な 2つの判決が言い渡された。

以下，これらの判決について紹介する。

（２） 閉塞具事件連邦最高裁判決(25)の概要

（ａ） はじめに

まず，ドイツのクレーム解釈及び均等論に関して大

き な 影 響 を 与 え た の が， 閉 塞 具

（Okklusionsvorrichtung）事件連邦最高裁判決（以下，

「閉塞具事件判決」という）である。本事件では，ク

レームの文言に一致しない態様が発明の詳細な説明に

記載されていた場合において，当該態様と同様の構成

を有する被疑侵害品が保護範囲に含まれるか否かが争

点となった。

（ｂ） 特許及び被疑侵害品の内容

対象となった特許(26)に記載された発明は，折りたた

み可能な医療器具に係る発明であり，明細書中では，

脈管内の遠隔部位にカテーテルなどを介して移送され

る脈管内塞栓装置として説明されている。請求項 1 に

係る発明の裁判所による分説は以下のとおりである。

１．折りたたみ可能な医療器具であって，金属布帛

を含む。

２．当該金属布帛は，編まれた金属撚り線からな

る。

３．当該器具は，以下のものを有する。

ａ．患者の脈管内を挿通するための折りたたみ構

造

ｂ．略ダンベル形状の拡張構造

４．当該略ダンベル形状の拡張構造は，以下のもの

を有する。

ａ．拡張された直径を有する 2つの部分

ｂ．器具の対向する端部（Enden）の間に形成さ

れる一つの縮小された直径部分（62）によって

隔てられる

５．撚り線（Litzen）を固定クランプするクランプ

（Klemmen）が，器具の対向する端部（Enden）に

おいて適用されている。

上述のとおり，ドイツ語では，端部及びクランプが

複数形で記載がされている。本件明細書の図 4 あるい

は図 5 に示される器具も，以下に示すとおり，2 つの

端部及びクランプを有するものである。
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他方で，明細書の段落 27 においては，織地のような

扁平な布帛シートを使用して当該器具を作成する際

に，布帛を折り返して凹部を形成してもよいこと（間

接的にクランプが 1つでよいと理解できる）も記載さ

れていた。

これに対し，被疑侵害品は，ニチノール（ニッケル

チタンの形状記憶合金）からなる撚り線を用いた金属

布帛からなる閉塞インプラントで，心房隔壁欠陥の治

療に用いられるものであった。イ号製品における撚り

線（Litzen）は，端部において内部に折り返されてお

り，これによって，折り返された撚り線の端部は，他

の端部と共に一箇所において束ねられるようになって

いる。第 1の実施態様では，ニチノールからなるリン

グと近位の端部が溶接され，さらに，内側にねじ山を

有する鋼のスリーブがニチノールリングの上に固定さ

れており，これによりガイドワイヤーがねじ止めされ

ていた。

イ号製品（高裁判決の図）

（ｃ） 原審の判断の概要

原審であるデュッセルドルフ高裁は，文言侵害を肯

定した。構成 5の解釈に関して，高裁は，特許発明は，

厳密に解釈すると複数のクランプを教示し，さらに

は，離れた端部及び近位の端部において対向する金属

ストランドをクランプ固定するかのように理解される

が，当業者であればそのような理解はしないと述べ

た。また，高裁は，当業者であれば，クランプは，金

属ストランドを束ねる働きをすると理解し，ストラン

ドが伸張した状態にあるか，反転によって重なった状

態になっているかは関係ないと解するから，二つのス

トランド端部が存在しなければならないということに

はならず，当業者であれば，技術的意味に基づいて，

請求項 1 の技術的範囲には，両端部のストランド端部

が重なり合って存在し，かつ，器具の一つの端部が結

束されている態様も含まれると理解する，とした。さ

らに，明細書の段落 27 の記載によれば，平坦な布帛を

折り返すことによって閉塞具を製造することが把握で

き，この態様では，1 つのクランプが必要であること

が理解されるから，このような実施態様を考慮する

と，クランプは，一般にストランドの自由端が存在す

るところに設けられるという技術的意義を把握するこ

とができる。そうすると，当業者であれば，複数形の

「Klemnen（クランプ）」という表現は，総称的な記載

（Gattungsbezeichnung）にすぎず，1つのクランプも

包含しうると判断した。

（ｄ） 連邦最高裁判所（BGH）の判断の概要

連邦最高裁判所（以下「最高裁」という）は，高裁

の判断を覆し，文言侵害を否定した。最高裁は，文言

侵害に関する一般論として以下の点を述べた(27)。

「特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に齟齬

がある場合には，発明の詳細な説明の記載中の構成

であって，特許請求の範囲に現れていないものにつ

いては，基本的には特許の保護範囲には含まれな

い。そのような発明の詳細な説明の記載は，特許請

求の範囲が対象とする物の説明として参酌されうる

だけである。」

そして，最高裁は，構成 5は，装置の対向する複数

の端部に取り付けられているクランプを規定している

から，装置の一つの端部にクランプが取り付けられる

ものは当該要件に当てはまらないとした。また，一つ

のクランプが撚り線の端部をクランプしていさえすれ

ばよいという高裁の判断に対して，装置の両端部にお

いて，先端部がほつれ防止のために一緒にクランプさ

れ，かつ，固定されなければならないという，請求項

ドイツにおける最近のクレーム解釈及び均等論について

パテント 2015Vol. 68 No. 1 − 97 −



1 に基づく解釈を無視したものであると述べた。

さらに，最高裁は，自発的に均等侵害についても判

断をし，これを否定した。一般論として，最高裁は，

以下の判決要旨において以下のように述べた。

「特定の技術的効果がどのように奏されるかについ

て発明の詳細な説明の記載に複数の可能性が開示さ

れているが，特許請求の範囲からはそのうちの一つ

の可能性のみが理解できる場合には，残りの他の可

能性を用いているものについては，均等な手段とし

て特許権を侵害することはない。」

そして，最高裁は，本件に関しては，「変形させられ

た手段を有する異なる被疑侵害製品は，当業者から見

て等価なものとして考慮に入れられるようなものでは

ない」として，均等の第 3要件（Gleichwertigkeit）を

満たさないとした。最高裁は，対向する両端部におけ

る複数のクランプの機能は，クランプの効果により，

撚り線の端部を保持することに限られず，むしろ，金

属線のほつれを防止するために，その両端部において

結束されると理解するべきであるとした。つまり，本

件発明においては，2 つの端部において，撚り線の複

数の端部をクランプ手段によってクランプするように

閉じることを要求していると解すべきであるとした。

そして，「均等か否かを検討する上では，クレームの

全ての構成を，当業者が均等を考える上での単なる出

発点とするのではなく，決定的な根拠として扱わなけ

ればならない。クレームが，同じ技術的効果を奏する

種々の可能性のある態様の中からある態様を決定して

いる場合には，当業者が思いつく変形態様も，当該ク

レームが決定する態様に一致していなければならな

い。」と述べた。

（３） ジグリシジル化合物事件連邦最高裁判決の概

要(28)，(29)

（ａ） はじめに

最高裁は，2011 年 9月に出されたジグリシジル化合

物事件最高裁判決（以下，「ジグリシジル化合物事件判

決」という）において，均等の判断に関して，上記閉

塞具事件判決における考え方を踏襲しつつ，さらに踏

み込んだ判断を行った。

（ｂ） 特許と被疑侵害品の内容

本件特許発明（DE3617672，クレーム 1）は，試薬の

製造方法に関するものであり，当該請求項 1 に係る発

明の裁判所による分説は以下のとおりである。

１．試薬の製造方法であって，

ａ）有機固相系の

ｂ）ポリマーまたは微生物分離用の

ｃ）試験管内及び／または生体外での水溶液中か

らの製法であって，

２．［シリカ固相に基づく試薬にのみ関する構成］

３．有機固相は，

ａ）エポキシ化され，

ｂ）ジグリシジル化合物と反応させられ，

４．得られた生成物はアミノ基および／またはカル

ボキシル基を有するモノマー，オリゴマーまたは

ポリマーと反応させられ，

５．得られた反応物を，ポリカルボン酸または，遊

離酸に変化させることができる誘導体と反応させ

られる。

本件特許発明は，3 つの工程に特徴を有している。

まず，構成 2及び 3（第 1工程）において，グリシジル

部分の 2 つのエポキシ基のうちの一つが固相と反応

し，構成 4（第 2工程）において，第 1工程において反

応しなかった 2つ目のエポキシ基が残アミノ基あるい

はカルボキシル基とさらに反応する。構成 5（第 3工

程）においては，アミノ基またはカルボキシル基に，

複数のカルボキシル基を有するポリカルボン酸と反応

させる。

なお，本件において裁判所が採用した専門家によれ

ば，第 1工程におけるエポキシ基と固相の結合は，第

2工程においてフリーのエポキシ基とアミノ基と結合

させるためにあり，第 1工程自体は，得られる試薬の

品質には影響を与えないとされている。

他方，本件特許明細書における実施例 9 において

は，クレーム 1の第 1工程である，ジグリシジル化合

物とシリカ固相または有機固相とを反応させてエポキ

シ化する工程に換えて，はじめからエポキシ基が組み

込まれている，ポリカルボキシル酸，アミノ誘導固相

またはメルカプト誘導体化の有機固相を用いることが

できるとの記載がされていた。
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これに対し，被擬侵害製法において，エポキシ化し

た固相は，ジグリシジル化合物を用いて得られておら

ず，グリシジル基を一つしか有さない化合物を共重合

させることによって得られている。つまり，被擬侵害

製法は，本件発明の第 1工程である，ジグリシジル化

合物と固相を反応させるという構成を有していないた

め，文言侵害には該当しないものであった。

（ｃ） 原審の判断の概要

フランクフルト高裁は，被擬侵害製法は本件発明の

均等物であると判断した。高裁は，被擬侵害製法にお

ける，上記構成 3（第 1工程）に対応する方法は，均等

の 第 1 要 件 で あ る，本 件 発 明 と 同 一 の 効 果

（Gleichwirkung）及び第 2 要件である想到可能性

（Naheliegen）の要件を満たすとした。そして，均等の

第 3の要件，すなわち，技術思想に基づく解決手段の

同等性（Gleichwertigkeit）に関しても，構成 3（第 1

工程）の技術的機能は，アミノ基を固相に固定するこ

とだけであり，発明における本質的な工程は（der für

die Erfindung wesentliche Schritt）は，最終的な生体

特有の配位子の結合を，第 2工程の後で行うことにあ

るから，当業者が，被疑侵害方法の解決手段に想到す

るまでの思考過程は，本件特許の保護対象となってい

る技術思想の意味内容に沿ったものであると判断し

た。

（ｄ） 最高裁判所（BGH）の判断の概要

最高裁は上記原審の判断を支持しなかった。最高裁

は，原審が，被疑侵害製法における代替手段が，技術

思想に基づく解決手段の同等性（Gleichwertigkeit）の

要件も満たしていると判断した点について，発明の技

術内容のみを考慮しており，特許請求の範囲におい

て，本件明細書に記載された発明の技術内容がすべて

網羅されていないという事情が考慮されていないと

し，以下のような判示を行った。

まず，最高裁は，本件の判決において，前述の閉塞

具事件(2)（2011 年 5月 10 日ドイツ連邦裁判所判決）

に言及し，特別な技術的効果を達成するための複数の

手段が明細書中に開示され，クレームにそれらの手段

のうち一つしか記載されていない場合，均等による侵

害は通常，否定されることを強調した。そして，代替

手段である解決手段に想到するまでの思考過程が，特

許請求の範囲の意味内容に沿ったものである場合に

は，当該解決手段を均等なものとみなすことは排除さ

れないが，他方で，ある解決手段が発明の解決課題に

適したものであるというだけでは，均等とはならない

と述べた上で，以下のような判断基準を示した。

「特許明細書の発明の詳細な説明において特定の技

術 的 効 果 を 達 す る た め の 複 数 の 手 段

（Möglichkeiten）が開示されており，そのうちの一

つのみが特許請求の範囲にクレームされていた場

合，被疑侵害の対象とされる解決手段（Lösung）に

均等による侵害が認められるのは，被疑侵害の対象

とされている解決手段（Lösung）が，その特定の効

果においてクレームされた解決手段と一致し，か

つ，クレームされた解決手段（Lösung）が発明の詳

細な説明にのみ記載されたクレームされていない解

決手段と異なっているのと同じ形で（訳注：被疑侵

害の対象とされている解決手段も）異なっている場

合にのみである。」（判決要旨より）

さらに最高裁は，本件の事案においては，被擬侵害

製法における代替手段（グリシジル基を一つしか有さ

ない化合物を共重合することによって有機固相をエポ

キシ化すること）が，クレームされた解決方法に属す

るのか，それとも明細書にしか開示されていない解決

方法に属するのかによって侵害の成否を決定しなけれ

ばならないと判示した。そして，均等であるか否かの

判断には，その前提となる事実認定がさらに必要であ

るとして，本件を，原審（フランクフルト高裁）に差

し戻した。

４．検討

（１） 文言侵害について

上記 3．で紹介した，閉塞具事件の事案は，クレー

ムには，撚り線をクランプするクランプ（Klemmen/

複数）が，器具の対向する端部（Enden/複数）に設け

られると明示的に記載されているのに対し，被疑侵害

製品には，器具の 1 つの端部において，1 つのクラン

プが設けられていたという事案である。

デュッセルドルフ高裁は，「特許発明は，厳密に解釈

すると複数のクランプを教示し，さらには，離れた端

部及び近位の端部において対向する金属ストランドを

クランプ固定するかのように理解されるが，当業者で
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あればそのような理解はしない」と述べ，また，「当業

者であれば，クランプは，金属ストランドを束ねる働

きをすると理解し，ストランドが伸張した状態にある

か，反転によって重なった状態になっているかは関係

ないと解するから，二つのストランド端部が存在しな

ければならないということにはならならず，当業者で

あれば，技術的意味に基づいて，請求項 1 の技術的範

囲には，両端部のストランド端部が重なり合って存在

し，かつ，器具の一つの端部が結束されている態様も

含まれると理解する」と解釈した。また，当該解釈に

当たり，発明の詳細な説明（段落 27）に記載されてい

る態様に照らしても，当該解釈が妥当すると述べてい

る。

デュッセルドルフ高裁が採用した解釈は，ドイツに

おいて従来から採用されている機能的解釈に基づくも

のと考えられる。同判決における，「厳密に解釈する

と複数のクランプを教示し，さらには，・・・のように

理解されるが，当業者であればそのような理解はしな

い」との判示は，EPC69条における解釈プロトコルと

の関係では，第 1条第 1文における，「欧州特許により

付与される保護の範囲はクレームに用いられた言葉の

厳密な文言通りの意味によって限定されると・・・理

解されるべきではない。」との規定を意識しているよ

うにも思われるが，他方で，クレームに記載された構

成を，当業者の技術的理解という観点から最大限に広

く解釈している。

これに対し，最高裁は，文言侵害に関しては，「特許

請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に齟齬がある場

合には，発明の詳細な説明の記載中の構成であって，

特許請求の範囲に現れていないものについては，基本

的には特許の保護範囲には含まれない。そのような発

明の詳細な説明の記載は，特許請求の範囲が対象とす

る物の説明として参酌されうるだけである。」との解

釈基準を示した。最高裁判決中では，ヨーロッパ特許

条約 69条 1項第 1文における，「特許保護の範囲は特

許請求の範囲の記載によって決定される」との点が強

調され，かつ，解釈プロトコル 1条の目的を達するた

めには，まず，発明の詳細な説明の記載や図面を考慮

して技術的意味を探求しなければならないこと，及

び，そのような解釈により，当業者の視点から特許請

求の範囲の文言を解釈することが可能となることが述

べられている。そして，クレームをその字義どおり解

釈すると保護の対象とすべき物と齟齬する場合がある

一方で，保護対象を，一般化することにより明確にす

ると，クレーム中に開示された解決手段を拡大するこ

ともあるという危険性についても触れられている。

本判決からは，従来のドイツの実務における，やや

機能的かつ広いクレーム解釈を改め，クレームの文言

により忠実な解釈に重きをおく方向性を見ることがで

きるといえよう。

（２） 均等侵害について

上記 3．で紹介した，閉塞具事件及びジグリシジル

化合物事件においては，明細書の発明の詳細な説明

に，クレームに記載された構成以外の態様が記載され

ており，かつ，被疑侵害製品あるいは方法（以下，「被

疑侵害製品等」という）の構成が，クレームに記載さ

れた構成には該当していない場合において，均等の成

否をどのように判断するかについての判断基準が示さ

れている。

閉塞具事件においては，被疑侵害製品の構成は，発

明の詳細な説明に明示的に記載された態様に合致する

ものであった（以下に関係を模式図で示す）。

閉塞具事件において，最高裁は，均等の判断基準に

関しては，判決要旨において「特定の技術的効果がど

のように奏されるかについて発明の詳細な説明に複数

の可能性が開示され，特許請求の範囲からはそのうち

一つの可能性のみが理解できる場合，当該複数の可能

性のうち残りの可能性を用いているものは，均等な手

段として特許権を侵害することはない。」と述べ，被疑

侵害製品の構成（代替手段）は，本件明細書の発明の

詳細な説明に開示されていても，均等侵害にはならな

いと判断した（当該要旨は，ジグリシジル化合物事件

において引用されている）。

これに対し，上記ジグリシジル化合物事件では，被

疑侵害方法の構成は，クレームに記載された構成にも

含まれず，かつ，発明の詳細な説明に明示的に記載さ

れた態様でもないという関係にあるものであった（以
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下に関係を模式図で示す）。

本事件の判示(30)によれば，閉塞具事件における判断

を踏襲しつつ，被疑侵害方法が，発明の詳細な説明に

記載された態様と一致していない場合においては，

（１） 被擬侵害の対象とされている解決手段

（Lösung）が，その特定の効果においてクレー

ムされた解決手段と一致しているか否か，及び

（２） 被擬侵害の対象とされている解決手段

（Lösung）が，ク レ ー ム さ れ た 解 決 手 段

（Lösung）と同様に，発明の詳細な説明にのみ

記載された解決手段（Lösung）と相違している

か否か

という 2つのテストによって，均等が判断されること

になる（両テストが Yes である場合に均等が認められ

うる）。

上記ジグリシジル化合物事件判決における判示にお

いては，第三の手段について均等が認められるか否か

の判断にかかる後段部分においては，「解決手段

（Lösung）」という文言が用いられているが，この「解

決手段（Lösung）」は，同判決の本文における用法か

らすると，我が国の均等論における「発明特有の課題

解決手段を基礎づける特徴的な部分」（「発明の本質的

部分」）ではなく，いわゆる発明の構成を指していると

解される。すなわち，上記判示の後段における均等の

判 断 基 準 は，発 明 の 詳 細 に 複 数 の 手 段

（Möglichkeiten）が開示されているが，そのうちの一

つのみが特許請求の範囲にクレームされていた場合に

おける，すべての場合に適用可能な判断基準であると

いうことである。

そして，最高裁は，本事件の事案に関して，被疑侵

害方法における手法が，請求項 1 の文言及び実施例 9

のどちらにもあてはまらない第三の手法である可能性

があることを示唆しつつ，そうであったとしても，被

疑侵害方法が，実施例 9によるものと実質的に同じと

みなされる場合には，均等は否定されるであろうと述

べている。しかし，他方で，被疑侵害方法における手

法が，ジグリシジル化合物との反応によって生じる作

用効果と同じであり，かつ，請求項 1 の手法と同様の

点で，実施例 9に記載の方法と相違していれば，均等

が認められうるとしている。このような判示からする

と，被疑侵害方法における手法が，クレームの文言及

び発明の詳細な説明に記載された態様のどちらにもあ

てはまらない第三の手法である場合には，一般的に

は，均等が認められる余地がまだあるといえそうであ

る。

ところで，閉塞具事件及びジグリシジル化合物事件

の両判決で示された均等の判断基準は，ドイツにおけ

る均等の 3 要件とどのような関係にあるのだろうか。

ジグリシジル化合物事件判決において，最高裁は，高

裁 が，技 術 思 想 に 基 づ く 解 決 手 段 の 同 等 性

（Gleichwertigkeit）に関して，クレームが，特許明細

書に記載されている発明の技術的内容をすべて網羅し

ていないことを考慮しなかったことを問題視し，その

際における判断基準を示しているため，これらの判断

基準は，ドイツの第 3要件（Gleichwertigkeit）に関連

しているといえよう。

デュッセルドルフ高裁の Thomas Kühnen 判事の

論考によれば，両判決による判断基準は，同一の効果

（Gleichwirkung）及び想到可能性（Naheliegen）の要

件によるクレームの拡張を否定する方向に働く，新た

な除外規定（Ausschlusskriterium）と位置づけられて

おり，第 1 要件及び第 2 要件の判断の後の第 3 要件

（Gleichwertigkeit）の判断に際して検討される事項で

あるとされている(31)。そして，最高裁が，発明の詳細

な説明には記載されているがクレームに含まれない代

替手段に係る均等を否定していることからすると，第

3要件も，クレームそのものを考慮して判断するので

はなく，「発明の詳細な説明により解釈されたクレー

ム」（der durch die Patentbeschreibung erläuterte

Anspruch）に基づいて判断されるということになり，

また，どのような態様がクレームから除外されるか

は，「放棄の思考」（Verzichtsgedanken）に基づいて判

断されることになると説明されている。
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そして，この「放棄の思考」に関しては，代替手段

（Austauschmittel）が，発明の詳細な説明において任

意のものとして記載されているだけでは，放棄を想定

し て い た こ と に は な ら な い が，代 替 手 段

（Austauschmittel）が，本件発明が意図した作用効果

をもたらすために役立つ手段として記載されていた場

合には，放棄を想定していたことになるとの考えが示

されている。

このように，被疑侵害製品等において採用されてい

る代替手段が均等に該当するか否かは，上記した両最

高裁判決以降，クレームの記載及び発明の詳細な説明

に記載された態様との対比を慎重に行いつつ判断され

るようになってきているが，このような対比判断を

行った結果，均等が認められている事案もみられ

る(32)。便座セット事件(33)では，クレームにおいては，

ジョイント部にめくら穴（Sacklochbohrung），すなわ

ち，非貫通孔を設けるとされていたところ，クレーム

に含まれておらず，発明の詳細な説明のみに記載され

ている態様と，被疑侵害製品の代替手段は，いずれも，

ジョイント部に貫通孔（Durchgangsbohrung）である

段階状の穴（Stufenbohrung）であった。しかし，発明

の詳細な説明に記載された貫通孔は，めくら穴とは別

の 構 成 要 件 に 記 載 さ れ て い る，受 け 穴

（Aufnahmebohrung）との関係で記載されているもの

であった。よって，裁判所は，本件発明において，貫

通孔を設けることは，放棄されていないと判断し，均

等を認めている。

（３） 日本における判断基準との関係

ドイツでは，閉塞具事件及びジグリシジル化合物事

件において示された均等の判断基準によって，均等侵

害が認められる可能性は低くなったと言われており，

ある種の失望感を訴える声も多く聞かれる。しかし，

果たして，ドイツにおける均等の判断基準は，それほ

ど厳しいものなのだろうか。この点を日本における判

断基準と比較してみたい。

日本における均等の判断基準は，ボールスプライン

最高裁判決(34)において判示されている以下の 5 要件

である。

第１要件：異なる部分が本質的部分でない。

第２要件：異なる部分を置き換えても目的，作用効

果が同一である。

第３要件：当業者が異なる部分を対象製品等に容易

に置換できたものである（判断基準時：

侵害行為時）。

第４要件：対象製品等が公知技術と同一又は容易推

考でない。

第５要件：対象製品等が意識的除外されたものでな

い。

ドイツにおける均等の要件と日本における要件を単

純に比較するのは，実際には困難ではあるが，大雑把

に対比をすると，ドイツにおける均等の 3つの要件の

うち，同一の効果（Gleichwirkung）の要件は，日本に

おける第 2要件に該当し，想到可能性（Naheliegend）

の要件は，日本における第 3要件にほぼ該当する（た

だし，ドイツの場合は，判断基準は，優先日である）。

また，フォルムシュタイン抗弁は，日本における第 4

要件とほぼ同じ内容といえる。このことからすると，

少なくとも，閉塞具事件及びジグリシジル化合物事件

判決以前は，ドイツにおいては，日本における第 1要

件及び第 5要件に対応する均等判断の要件は，存在し

ていなかったことになる(35)。

しかし，閉塞具事件判決において示された，発明の

詳細な説明に記載された手段がクレームに含まれてお

らず，除外されている場合において，被疑侵害製品等

における態様が発明の詳細な記載された手段と一致す

る場合には，基本的には均等が成立しないとするとの

考え方は，日本における第 5要件の考え方と部分的に

一致するものと考えられる。すなわち，日本における

第 5要件は，特許権者の側においていったん特許発明

の技術的範囲に属しないことを承認するか，又は外形

的にそのように解されるような行動をとったものにつ

いて，特許権者が後にこれと反する主張をすること

は，禁反言の法理に照らし許されないとするものであ

り，当該要件に該当する場合には，出願経過における

禁反言のみならず，「出願人が当初から特許請求の範

囲をその記載内容に限定して出願したと認められる場

合」(36)も該当するとされているところ，閉塞具事件判

決においては，後者の場合について均等が認められな

いとしているからである。もっとも，クレームでカ

バーされる発明の態様と，発明の詳細な説明に記載さ

れた態様の齟齬は，出願経過における補正によって生

じることが多いから，このことを考慮すれば，閉塞具

事件判決における基準は，日本における第 5要件とほ
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ぼ一致するということもできそうである(37)。

さらに，ジグリシジル化合物事件判決において，被

疑侵害製品等における代替手段が，発明の詳細な記載

された手段と一致しない第三の手段である場合には，

(a)当該第三の手段がその特定の作用効果において，

クレームされた解決手段（Lösung）と合致するか否

か，さらに，(b)当該第三の手段が，クレームされた解

決手段（Lösung）が発明の詳細な説明のみに記載され

た態様と異なっているのと同様の点で，異なっている

かを判断することになるが，後者の(b)の要件におけ

る解決課題（Lösung）は，上記 4(2)で説明したとお

り，日本の第 1 要件における「本質的部分」，すなわ

ち，「特許請求の範囲に記載された特許発明の構成の

うちで，当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づけ

る特徴的な部分」(38)と直接関係はしていない。しかし，

上記(b)の要件の判断に際しては，自ずと本質的部分

の考慮が必要になってくるように思われる。すなわ

ち，被疑侵害製品等における第三の手段が，発明の本

質的部分に該当する手段であったり，本質的部分に密

接に関係している手段であれば，当該第三の手段が，

クレームされた解決手段（Lösung）と同様の点で，発

明の詳細な説明のみに記載された解決手段と異なって

いると判断される可能性は，一般的には低くなりそう

である。しかし，他方で，当該第三の手段が，発明の

本質的部分と無関係であれば，当該第三の手段そのも

のが，クレームされた解決手段（Lösung）と異なって

いても，「発明の詳細な説明のみに記載された手段と

同様の点で異なっているか」という点に関しては，肯

定される方向になりそうである。

このように考えると，ジグリシジル化合物事件判決

において導入された新たな判断基準によって，ドイツ

における均等の判断基準は，日本における判断基準

と，第 1 要件との関係においても，より近いものに

なったということができそうである。すなわち，ジグ

リシジル化合物事件判決において示された新たな判断

基準においては，文言上は，本質的部分が相違点で

あっても均等が肯定される余地があるから，その部分

のみを見れば日本よりも均等の解釈が緩やかであるよ

うに見える。しかし，上記したとおり，その判断にお

いては，相違する部分が本質的部分とどのような関係

にあるのかが均等の成否を決することになり，本質的

部分との関係が密接であるほど，均等が認められる可

能性が低くなると考えられる。他方，日本において

は，相違する部分が発明の本質的部分である場合に

は，均等が認められないが，中空ゴルフクラブヘッド

事件知財高裁判決(39)にみられるとおり，発明における

本質的部分の解釈は，従来に比して，柔軟になってき

ているように解される。

以上のことからすると，ドイツにおける上記両最高

裁判決後の均等の判断基準は，総合的にみて，日本の

判断基準により近いものになってきているといえるで

あろう。

５．おわりに

閉塞具事件判決及びジグリシジル化合物事件判決に

より，ドイツにおいては，文言侵害及び均等の判断基

準が厳しくなったことは確かである。また，日本の実

務家としては，今後の欧州およびドイツ出願実務にお

いて，特許請求の範囲並びに明細書の文言についてよ

り一層慎重な検討が必要になると思われる。
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